別表第１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築物に関する確認申請手数料（円）　　（消費税非課税）　　令和７年４月１日～
	
床面積の合計
	基 本 手 数 料　　
	加 算 手 数 料

	
	特例有り　
注1
	特例無し　
注1

	構造計算審査　
注2
	省エネの審査を要する　注3
	天空率
注4
	避難安全検証法審査
　　注4

	
	
	
	
	一戸建ての住宅
	共同住宅等
	非住宅
	
	

	
	
	
	
	仕様基準
	性能基準
	仕様基準
	性能基準
	
	
	

	30㎡未満
	１６,０００
	２１,０００
	　
２７,０００
	


１９,０００


	


１３,０００


	
４７,０００
	
３２,０００
	


１４,０００

	


　５,０００


	


　２０,０００


	30～100㎡未満
	２１,０００
	２７,０００
	
	
	
	
	
	
	
	

	100～200㎡未満
	２９,０００
	３５,０００
	
	
	
	
	
	
	
	

	200～500㎡未満
	３６,０００
	４２,０００
	
	
	
	
	
	
	
	

	500～1,000㎡未満
	　　　　　　　　６９,０００
	４６,０００
	
	
	
６３,０００
	
４３,０００
	
	
	

	1,000～2,000㎡未満
	　　　　　　　　９１,０００
	６６,０００
	
	
	
	
	
	
	

	2,000～10,000㎡未満
	　　　　　　　２００,０００
	
	
	
	
	
	
	
	　

	10,000～50,000㎡未満
	　　　　　　　３３０,０００
	
	
	
	
	
	
	
	

	50,000㎡を超えるもの
	　　　　　　　６５０,０００
	
	
	
	
	
	
	
	


注１　特例とは、建築基準法第６条の４に規定する建築物の建築に関する確認の特例をいいます。
注２　構造上の棟毎の床面積により算定した額を合計し、基本手数料に加算します。（構造計算書の審査が必要な既存の部分も含む）
注３　省エネ審査は、棟毎で加算されます。
注4　天空率・避難安全検証法審査は棟毎で加算されます。
·  性能基準 ： 省エネ適合性判定通知書、住宅性能評価書（断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上のものに限る）、長期優良住宅認定書、長期仕様構造等確認書を添付した場合。
·  移転、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更の場合の基本手数料は、当該計画に係る部分の床面積の1/2とします。
建築設備及び工作物の確認及び完了検査の手数料（円）　（消費税非課税）
	種　　別
	手　数　料　の　額

	
	確 認 審 査
	構造計算を要する場合
	確認を受けたものの計画変更
	完了検査（弊社確認審査）
	完了検査（左記以外）

	昇降機
	２０,０００
	
２,０００円
	１１,０００
	２６,０００
	３６,０００

	小荷物専用昇降機
	１０,０００
	
	　　　　７,０００
	　　　１７,０００
	　　　２７,０００

	工作物
	１９,０００
	
	　　　１１.０００
	　　　１９,０００
	　　　２９,０００


· 建築設備は、法第87条の4の規定により政令で指定する建築設備をいいます。
· 工作物は、令第138条第1項に掲げる工作物をいいます。建築設備及び工作物それぞれ一基についての手数料です。
別表第２
計画変更確認申請における手数料の額の算出
	
	算定対象
	算定基礎
	手数料金額対応面積

	[１]
	計画増加部分
	当該増加部分の床面積
	左の床面積

	[２]
	既計画部分のうち変更する部分
	下記を変更に係る部分の床面積とする
	





左の床面積を対象床面積として捉え、その２分の１

	
	1 
	接面道路の幅員の変更
	対象建築物の建築面積（全体）
	

	
	1 
	接道長さの変更
	対象建築物の建築面積（全体）
	

	
	1 
	敷地面積の変更
	対象建築物の建築面積（全体）
	

	
	1 
	敷地境界線又は配置の変更
	対象建築物の建築面積（全体）
	

	
	2 
	建築面積の変更
	変更される建築面積
	

	
	3 
	高さの変更
	高さが変更される部分の床面積
	

	
	③
	階数の変更
	変更される階の床面積
	

	
	4 
	床の変更
	変更される部分の床面積
	

	
	5 
	階段の床面積
	変更される部分の水平投影面積
	

	
	6 
	柱、はり又はけたの変更
	荷重を負担する部分の床面積
（負担面積変更の場合は、変更前後のうち大きい方）
	

	
	7 
	壁の変更
	当該壁のある室の床面積に変更壁長率を乗じた面積
	

	
	8 
	屋根、軒、軒裏、ひさし又は天井の変更
	変更される部分の水平投影面積
	

	
	9 
	開口部の変更
	変更される開口部の床面積
	

	
	⑩
	土台、布基礎又は類する基礎の変更
	⑦（壁）に準ずる
	

	
	⑩
	基礎及び基礎ぐいの変更
	⑥（柱）に準ずる
	

	
	⑪
	小屋組みの変更
	変更される小屋組みに囲まれる部分の水平投影面積
	

	
	⑫
	斜材の変更
	変更される部分の水平投影面積　壁に含まれる場合は⑦に準ずる
	

	
	⑬
	防煙壁（建築設備）の変更
	当該防煙壁のある防煙区画部分の床面積に変更壁長率を乗じた面積
	

	
	⑬
	上記以外の建築設備の変更
	変更される建築設備の水平投影面積
	

	
	⑭
	①～⑬のうち二つ以上の変更
	各対象算定面積の合計（変更前の計画床面積が上限）
	

	
	⑮
	①～⑬以外の変更（①～⑬を含まない場合）
	３０㎡以下であるものとする
	

	[３]
	[１]と[２]の両方
	[１]と[２]の合計



別表第３
建築物に関する中間検査申請手数料（円）　　（消費税非課税）
	
　床面積の合計
	手　数　料　の　額

	
	弊社で建築確認を行ったもの
	　　左記以外のもの
　（他の機関等）

	
	特例有り　注5
	特例無し　注5
	

	30㎡未満
	　　　　　２０,０００
	　　　　２４,０００
	　　　３０,０００

	30～100㎡未満
	　　　　　２４,０００
	　　　　３０,０００
	　　　３６,０００

	100～200㎡未満
	　　　　　２９,０００
	　　　　３５,０００
	　　　４１,０００

	200～500㎡未満
	　　　　　３８,０００
	　　　　４４,０００
	　　　５５,０００

	500～1,000㎡未満
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　６３,０００
	　　　９０,０００

	1,000～2,000㎡未満
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　７８,０００
	　　１１４,０００

	2,000～10,000㎡未満
	　　　　　　　　　　　　　　　　　１５０,０００
	　　１９０,０００

	10,000～50,000㎡未満
	　　　　　　　　　　　　　　　　　２４０,０００
	　　２８０,０００

	50,000㎡を超えるもの
	　　　　　　　　　　　　　　　　　４５０,０００
	　　５００,０００


注5　特例とは、建築基準法第7条の5に規定する建築物に関する検査の特例をいいます。
· 　 中間検査申請手数料については、中間検査対象階までの床面積の合計で算定します。2回目の検査の床面積は、1回目の床面積
　　　 を除いた面積とします。












別表第４
建築物に関する完了検査申請手数料（円）　（消費税非課税）
	
床面積の合計
	手数料の額

	
	弊社で建築確認又は中間検査を行ったもの
	　（他の機関等）
左記以外のもの

	
	中間検査あり
	中間検査なし
	

	
	特例あり　注６
	特例なし　注６
	特例あり　注６
	特例なし　注６
	

	30㎡未満
	２１,０００
	　２５,０００
	２１,０００
	２６,０００
	　　３２,０００

	30～100㎡未満
	２５,０００
	　３１,０００
	２６,０００
	３３,０００
	　　３９,０００

	100～200㎡未満
	３１,０００
	　３７,０００
	３３,０００
	３９,０００
	　　４６,０００

	200～500㎡未満
	４０,０００
	　４６,０００
	４２,０００
	４８,０００
	　　６１,０００

	500～1,000㎡未満
	　　　　　　　　　　 ６６,０００
	　　　　　　　　　　　７０,０００
	　１００,０００

	1,000～2,000㎡未満
	　　　　　　　　　　 ８２,０００
	　　　　　　　　　　　８８,０００
	　１２８,０００

	2,000～10,000㎡未満
	　　　　　　　　 　１６０,０００
	　　　　　　　　　　２００,０００
	２５０,０００

	10,000～50,000㎡未満
	　　　　　　　　 　２５０,０００
	　　　　　　　　　　２６０,０００
	　３００,０００

	50,000㎡を超えるもの
	　　　　　　　　　 ５２０,０００
	　　　　　　　　　　５３０,０００
	　５５０,０００


注６　特例とは、建築基準法第7条の5に規定する建築物に関する検査の特例をいいます。
·   移転、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更の場合は、当該計画に係る部分の床面積の1/2とします。

省エネ関係加算手数料（他機関申請）（円）
	建築物（申請床面積の合計）
	一戸建ての住宅（性能基準）
	共同住宅等（性能基準）
	一戸建ての住宅（軽微変更
	共同住宅等（軽微変更）
	非住宅
	非住宅（軽微変更）

	30㎡未満
	

１９,０００
	

　　５４,０００
	
省エネ適合性判定手数料
　　×１/２
＊ルートＡ、Ｂ

	
省エネ適合性判定手数料
　　×１/２
＊ルートＡ、Ｂ

	

　　２９,０００
	
省エネ適合判正定手数料
　　×１/２
＊ルートＡ、Ｂ


	30～100㎡未満
	
	
	
	
	
	

	100～200㎡未満
	
	
	
	
	
	

	200～500㎡未満
	
	
	
	
	
	

	500～1,000㎡未満
	
	　　７１,０００
	
	
	
	

	1,000～2,000㎡未満
	
	　１０７,０００
	
	
	
	




